
京都市こころの健康増進センター条例の一部を改正する条例（令和５年１１月１３日京都

市条例第   号）（保健福祉局こころの健康増進センター） 

  京都市こころの健康増進センターの位置等を変更する必要があるため、京都市こころ

の健康増進センター条例の一部を改正することとしました。 

  主な内容は、次のとおりです。 

 １ 次のとおり、京都市こころの健康増進センターの位置を変更します。 

   変更前の位置 京都市中京区壬生仙念町３０番地 

   変更後の位置 京都市中京区壬生東高田町１番地の２０ 

   敷 地 面 積 ５，９７０．８１平方メートル 

   構    造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造５階建て 

          京都市地域リハビリテーション推進センター及び京都市児童福祉セ

ンターと共用 

   延べ床面積 京都市こころの健康増進センター部分 

          延べ床面積約１，３９３平方メートル（予定） 

   移転予定時期 令和６年１月 

 ２ 知的障害者及び発達障害者に関する相談等に係る業務を京都市児童福祉センターか

ら京都市こころの健康増進センターに移管します。 

 ３ その他規定を整備します。 

この条例は、市規則で定める日から施行することとしました。 

  

２５



 

 京都市こころの健康増進センター条例の一部を改正する条例を公布する。 

  令和５年１１月１３日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市条例第   号 

   京都市こころの健康増進センター条例の一部を改正する条例 

 京都市こころの健康増進センター条例の一部を次のように改正する。 

第１条第１項中「向上及び精神障害者」を「向上並びに精神障害者、知的障害者及び発

達障害者（発達障害者支援法第２条第２項に規定する発達障害者をいう。以下同じ。）」に、

「並びに」を「、」に、「促進等」を「促進、知的障害者の福祉に関する相談、指導等並び

に発達障害者の福祉に関する相談、支援等」に、「京都市中京区壬生仙念町３０番地」を「京

都市中京区壬生東高田町１番地の２０」に改め、同条第２項中「精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律（以下「法」という。）第６条第１項の規定により、精神保健福祉センタ

ー」を「次に掲げる施設」に改め、同項に次の４号を加える。 

⑴ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（以下「法」という。）第６条第１項の規

定による精神保健福祉センター 

⑵ 知的障害者福祉法第１２条第１項の規定による知的障害者更生相談所 

⑶ 発達障害者支援法第１４条第１項各号に掲げる事業を行うための施設 

⑷ 京都市朱雀工房及び京都市地域生活支援センターなごやかサロン（以下「工房等」

という。） 

第１条第３項中「精神保健福祉センターの」を「前項第１号の精神保健福祉センターの」

に改め、同条第４項を次のように改める。 

４ 第２項第２号の知的障害者更生相談所の名称は、京都市知的障害者更生相談所とする。 

第１条に次の１項を加える。 

５ 第２項第３号の施設の名称は、京都市発達障害者支援センターとする。 

第２条中第５号及び第６号を削り、第４号を第６号とし、第３号を第５号とし、第２号

を第４号とし、第１号の次に次の２号を加える。 

⑵ 知的障害者福祉法第１２条第２項に規定する知的障害者更生相談所としての事業 

⑶ 発達障害者支援法第１４条第１項各号に掲げる事業 

第２条第８号中「及び」を「並びに」に改め、「精神障害者」の右に「、知的障害者及び

２５



発達障害者」を加え、同号を同条第１０号とし、同条第７号の次に次の２号を加える。 

⑻ 法に基づく移送を適正かつ円滑に実施するための関係機関との連絡調整その他の

精神障害者の緊急時における医療を確保するための事業 

⑼ 回復途上にある精神障害者に対する医学的管理の下における生活指導、作業指導そ

の他当該精神障害者の社会復帰を促進するための事業 

第３条第２項第１号中「前条第２号から第４号まで及び第７号」を「前条第４号から第

７号まで」に改める。 

第５条第１項中「第２条第２号」を「第２条第４号」に改め、同条第２項中「第２条第

５号」を「第２条第９号」に改める。 

第７条第１項中「第５号」を「第９号」に改め、同条第３項中「前項」を「第２項及び

第３項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第２項の次に次の２項を加える。 

３ 第２条第３号に掲げる事業（発達支援（発達障害者支援法第２条第４項に規定する発

達支援をいう。）に関する事業に限る。）に関しセンターを利用する者は、次の各号に掲

げる区分に応じ、１回につき、当該各号に掲げる額の使用料を納入しなければならない。 

⑴ 本市の区域内に住所を有する者 １，５００円 

⑵ その他の者 ３，０００円 

４ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、センターの

使用料を徴収しない。 

⑴ 生活保護法の規定による保護を受けている世帯に属する者 

⑵ その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が、センターを使用する日の属する年度

分の地方税法の規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税を含む。）を課さ

れず、又は当該市町村民税のうち均等割のみを課されている世帯に属する者 

第９条中「第２条第２号」を「第２条第４号」に改める。 

別表第２条第３号及び第７号に掲げる事業以外の事業に係る部分の項を次のように改

める。 

第２条第３号、第５

号及び第７号に掲げ

る事業以外の事業に

係る部分 

午前８時３０分から

午後５時まで 

日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に

規定する休日（以下「休日」という。）並び

に１月２日、同月３日及び１２月２９日から

同月３１日まで 



   

第２条第３号に掲げ

る事業に係る部分 

午前９時から午後５

時まで 

 

別表第２条第３号及び第７号に掲げる事業に係る部分の項中「第２条第３号」を「第２

条第５号」に改める。 

   附 則 

この条例は、市規則で定める日から施行する。 

（保健福祉局こころの健康増進センター） 

 


